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【新会員制度 仮運用】【奨励賞選考方法変更】のお知らせ 

 

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

 

            新しい会員制度になります！ 
 

 日本電気泳動学会理事会は、電気泳動に関する研究分野の多くの研究者に会

員になっていただくために、新しい会員制度を導入することにしました。新制

度は、総会の承認を得る必要がありますが、会員の大幅減少の現状に鑑み、４

月から仮運用し、会員の獲得に努めます。 
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     日本電気泳動学会 

        奨励賞の選考方法が変わります！ 

 

 日本電気泳動学会奨励賞は、総会・研究発表会において公募演題の演者とし

て優秀な発表をした若手研究者（原則として38歳以下）に授与されることにな

っていますが、本年度から、電気泳動に関する研究で成果を挙げ、本会で発表

の経験のある若手（原則として38歳以下）の正会員または準会員に授与される

予定です。 
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日本電気泳動学会会員皆様 

1) 新しい会員制度 

 新しい会員制度では、会員を６つのカテゴリー、すなわち、正会員、準会員、

名誉会員、メール会員、団体会員、企業会員（これまでの準会員）に分けます。

各カテゴリーの会員の特典は下表に示しました。これまでの若手会員は準会員

に、学生会員はメール会員に移っていただきます。もちろん若手会員が正会員

に、また、学生会員が正会員や準会員になることは可能です。現在の正会員の

皆様にはぜひ正会員を継続して下さいますようお願いします。  

 

 
   

 現会員の先生方の周りに会員になっていただける方がいらっしゃいましたら

是非ご勧誘をお願いいたします。メール会員（会費無料）でしたら誰でも気軽

に入会できると思います。学会電子メール通信を利用して、将来、一人でも多

くのメール会員が正会員や準会員になって下さるような魅力ある学会にしたい

と思います。会員制度の変更は総会の承認が必要ですが、とりあえず上記の制

度を仮制度として10月の総会まで運用させていただきます（理事会承認済み）。 

 なお、新規会員希望者は、本会のホームページから入会申し込みができます。

会員の先生方からその旨お伝え下さいますようお願いいたします。 

 

2) 奨励賞 

 これまでは総会・研究発表会で優れた発表をした原則38歳以下の会員に奨励

賞（副賞３万円）を授与していました。しかし、１回の発表で奨励賞はやや安



直な気がします。そこで、奨励賞候補を評議員の皆様から推薦していただき、

児玉賞選考委員会（志村委員長）で審査して受賞者を決定したいと考えていま

す（理事会承認済み）。選考の方法に関しては、追ってお知らせいたします。な

お、今年の総会・研究発表会における一般発表形式はポスターです。若手研究

者（原則として38歳以下）による優秀なポスター発表に対しては総会長からポ

スター賞を授与したいと思います。多くの若手研究者がポスター発表して下さ

るようお願いいたします。 

 

【日本電気泳動学会電子メール通信】は、日本電気泳動学会会員の皆様に配信しています。【日

本電気泳動学会電子メール通信】に対するご意見をメールにてお寄せ下さい。ご意見を【日本

電気泳動学会電子メール通信】に掲載希望の場合はその旨お知らせ下さい。【アドレス変更/配

信中止】【ご質問・お問い合わせ】は、本会事務局（secretariat@jes1950.jp）宛お願いいたし

ます。	 

	 

	 


